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松前公園子供広場法面

●
主
た
る
事
業

△
永
田
地
区
水
路
改
良

△
東
レ
埋
立
南
側
の
北
第
１

護
岸
改
修

△
松
前
公
園
子
供
広
場
法
面

改
修

△
塩
屋
公
園
危
険
遊
具
撤
去

△
義
農
ア
パ
ー
ト
給
水
管
改

修
●
審
査
内
容
の
主
な
も
の

問

湛
水
防
除
施
設
に
か
か

る
補
助
金
の
内
容
は
。

答

総
事
業
費
に
か
か
る
町

の
負
担
率
は
１０
％
で
す
。

問

町
道
１
６
７
号
線
の
拡

幅
は
、
㈱
フ
ジ
の
出
店
に

起
因
す
る
も
の
で
あ
れ
ば

フ
ジ
が
拡
幅
す
べ
き
で
は

な
い
の
か
。

答

拡
幅
に
つ
い
て
は
、
フ

ジ
が
進
め
る
べ
き
も
の
と

町
が
進
め
る
べ
き
も
の
に

区
分
さ
れ
て
お
り
、
現
時

点
で
は
町
が
整
備
す
べ
き

も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

問

塩
屋
公
園
の
遊
具
撤
去

後
の
処
置
は
ど
う
す
る
の

か
。

答

安
全
性
を
考
慮
し
て
撤

去
を
先
行
す
る
が
、
こ
れ

に
代
わ
る
も
の
は
検
討
し

産
業
建
設
関
係て

平
成
１９
年
度
当
初
予
算

に
計
上
し
ま
す
。

●
訴
え
の
提
起

町
営
住
宅
家
賃
の
滞
納

の
あ
る
名
義
人
が
死
亡

後
、
同
居
の
子
供
に
対
し

て
入
居
の
継
承
を
勧
め
、

滞
納
家
賃
の
納
付
を
求
め

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

手
続
き
に
応
じ
ず
不
法
占

拠
し
て
い

る
た
め
、

法
的
措
置

を
可
能
に

し
ま
す
。

問

こ
れ
ま

で
の
法
的

措
置
の
結

果
は
ど
う

か
。

答

明
け
渡

し
請
求
６

件
中
、
自

主
退
去
２

件
、
強
制

執
行
３

件
、
滞
納

金
額
全
納

再
入
居
１

件
で
す
。

問

住
宅
明
け
渡
し
の
原
因

に
な
っ
た
滞
納
家
賃
に
つ

い
て
の
対
処
は
。

答

現
在
は
請
求
し
て
い
な

い
が
、
今
後
請
求
し
て
い

き
ま
す
。

問

和
解
を
含
め
た
議
決
を

求
め
て
い
る
の
は
、
ど
う

い
う
こ
と
か
。

答

滞
納
家
賃
を
全
納
す
る

場
合
は
、
和
解
も
考
え
ら

れ
ま
す
。

条
例
改
正

国
民
健
康
保
険
の
被
保
険

者
が
、
出
産
し
た
場
合
に
支

給
す
る
「
出
産
育
児
一
時
金
」

の
額
を
、
本
年
１０
月
１
日
以

後
の
出
産
に
つ
い
て
、
現
行

３０
万
円
を
３５
万
円
に
引
き
上

げ
る
も
の
で
す
。

対
象
者
の
数
は
、
今
後
の

半
年
で
、
１５
名
を
想
定
し
て

予
算
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、
保
険
給
付
費
の
う
ち
、

特
定
療
養
費
が
、
保
険
外
併

用
療
養
費
に
再
編
さ
れ
、
新

た
に
入
院
時
生
活
療
養
費
が

新
設
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も

の
で
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施

行
に
よ
り
、
助
成
対
象
外
の

利
用
者
負
担
額
と
し
て
、
生

活
療
養
標
準
負
担
額
、
療
養

介
護
医
療
及
び
障
害
児
施
設

医
療
に
係
る
利
用
者
負
担
額

が
追
加
さ
れ
た
も
の
で
、
そ

れ
に
伴
う
急
激
な
負
担
増
を

緩
和
す
る
た
め
、
市
町
村
民

税
非
課
税
世
帯
に
属
す

る
２０
歳
未
満
の
者
に
か

か
る
利
用
者
負
担
は
除

く
と
す
る
例
外
規
定
が

設
け
ら
れ
た
も
の
で

す
。

●
審
査
内
容
の

主
な
も
の

問

入
院
時
生
活
療
養

費
の
対
象
者
数
、
負

担
は
ど
の
く
ら
い
増

え
る
の
か
。

答

重
度
心
身
障
害
者

医
療
受
給
者
の
う
ち
、
７０

歳
以
上
の
者
は
３
７
５
名

で
す
が
、
療
養
病
床
へ
の

入
院
者
数
は
把
握
し
て
い

ま
せ
ん
。
負
担
に
つ
い
て

は
、
一
般
的
な
所
得
者
で

１
日
あ
た
り
９
０
０
円
程

度
の
負
担
増
と
な
り
ま
す
。

問

医
療
型
施
設
の
入
所
者

の
負
担
が
増
え
る
と
思
わ

れ
る
が
、
該
当
者
は
い
る

の
か
。

答

現
在
の
と
こ
ろ
医
療
型

施
設
の
入
所
者
は
い
ま
せ

ん
。

健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、
前
項
議
案
と
同
じ
く
、

入
院
時
生
活
療
養
費
が
新
設

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

急
激
な
負
担
増
の
緩
和
措
置

を
講
じ
た
も
の
で
す
。

健
康
保
険
法
の
改
正
に
よ

り
、
保
険
給
付
費
の
う
ち
、

特
定
療
養
費
が
保
険
外
併
用

療
養
費
に
再
編
さ
れ
た
も
の

で
す
。

ま
た
障
害
者
自
立
支
援
法
の

施
行
に
よ
り
、
助
成
す
る
一
部

負
担
金
か
ら
除
く
も
の
と
し
て
、

障
害
児
施
設
医
療
に
係
る
利
用

者
負
担
額
が
追
加
さ
れ
た
も
の

で
、
そ
れ
に
伴
う
急
激
な
負
担

増
を
緩
和
す
る
た
め
、
前
号
議

案
と
同
様
の
措
置
を
講
じ
た
も

の
で
す
。

国
民
健
康
保
険
条
例

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費

助
成
条
例

母
子
家
庭
医
療
費
助
成

条
例

乳
幼
児
医
療
費
助
成
条
例
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保育所風景




